
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のいずれにも該当する農水産業者団体とします。 

〇構成員が５人以上で、結成後１年以上継続して活動していること。 

〇構成員の名簿を有し、構成員の過半数が近江八幡市内に在住していること。 

先進的な知識や技

術を学びたい！ 

このような声にお答えします 

利用 

方法 

・申込団体が、自ら開催する講習会に講師を派遣します。 

・別紙の申請用紙に必要事項を記入して、お申し込みください。 

・申請者と相談して、内容に応じた最適な講師を派遣します。 

・利用回数は、１団体につき毎年度３回までとします。 

派遣 

対象 

派遣 

内容 

講師を派遣する内容は、次のいずれかに該当するものとします。 

〇先進的な農水産業にかかる知識や技術の習得に関するもの。 

〇農水産業における人材や担い手の育成に関するもの。 

〇農水産業の６次産業化やスマート化（ロボット技術、情報通信技術の活

用）に関するもの。 

〇農水産物の高収益および高品質生産の実現に関するもの。 

〇その他、農水産業における課題を解決するための探究に関するもの。 

〒521-1392 近江八幡市安土町小中１－８ 安土町総合支所２階 

【電話】０７４８-３６-５５１４ 【FAX】０７４８-４６-５３２０ 

申込み・問合せ 

近江八幡市 産業経済部 農業振興課 
 


